
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野焼きをすると・・・ 

① 煙や臭いがご近所の家に侵入する 

② 車や洗濯物に灰や臭いが付く 

③ 飛び火して火災の原因となる 

④ ぜんそくが悪化する等、健康上の被害がある 

⑤ 燃やすものによってはダイオキシンが発生する 

 など、周囲に大変な迷惑がかかります！ 

野焼きによる煙や臭いに苦情が多数寄せられています。 

ごみは野焼きせずに適正に処理しましょう！ 

野焼き禁止の例外となる事例 

① 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 

② どんど焼き等、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却 

③ 農業や林業等を営むためのやむを得ない廃棄物の焼却 

④ たき火の一過性の廃棄物の焼却であって軽微なもの 

※ビニールやゴムの焼却は量にかかわらず禁止されています！ 

※例外となる焼却でも、煙や臭いで苦情があった場合は、即刻中止してください! 

 

お問合せ先 ： 榛東村役場 住民生活課 環境衛生係 

TEL ： ０２７９－２６－２４９４   FAX ： ０２７９－５４－８２２５ 

 

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されて

おり、違反すると５年以下の懲役もしくは１千万円以下の 

罰金、又はその両方が科せられることがあります！ 



自宅を訪問し、家具や家電・洋服や貴金属などを、消費者の意思を無

視して強引に買い取る手口です。

特殊詐欺等の消費者被害は依然として続いています。群馬県内でも令和5年に総

額５億円を超える特殊詐欺の被害が発生しており、事態は深刻です。

詐欺の手口を知って、防犯に備えましょう。

消費者被害・・・

「自分は大丈夫」と思っていませんか？

回覧 令和5年度【冬号】

令和6年2月２日発行

榛東村地域包括支援センター

〒370-3503 榛東村新井793-2

℡ 0279-25-8441

訪問購入業者とのトラブル

事前に話していたもの以外の不用品をしつこく要求してきたら要注意！
最初は「古着や着物を買い取る」と言っておきながら、古着や着物の買い取りが終

わると唐突に「貴金属はないか」と強引に買い取りを迫ってきます。

「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「瓦の無料点検し

ます」といって点検した後、「屋根瓦がずれている。工事を急がないと家が大

変なことになる」などと不安をあおって工事の契約をする手口です。

契約を急かしてきたら要注意！
悪質な業者は巧妙なトークで私たちに近づいてきて、もともと契約するつもり

のなかった高額な工事を契約させます。

屋根工事の点検商法

もし契約してしまっても・・・

クーリング・オフ制度があります！

訪問販売や電話勧誘販売等で契約した場合、契約

書面を受けとった日から一定期間であれば、消費者

が一方的に無条件で契約解除できます。

また、クーリング・オフの期間が過ぎてしまった

場合でも、契約の解除が出来る場合があります。

少しでも不安・心配があれば、

気軽に地域包括支援センターへ

ご相談ください！



　

一人暮らしで将来が不安
悪質な訪問販売

ご存じですか？成年後見制度

成年後見制度とは、みなさんの暮らしや

権利を守る制度です

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、

介護、福祉サービスを利用するための手続きや、不動産や預貯金などの

財産管理が難しい場合があります。

また、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力が不十分な人を保護し、支援する制

度です。

詳しくは包括支援センターまで、お気軽にご相談ください。

突然倒れた家族の金銭管理

もの忘れがある

こんな心配ありませんか？

せいねんこうけん

せいねんこうけん







 

 

 

 

 ２月は一年で最も寒い時期といわれていますが、立春を過ぎると暦の上ではもう春です。

梅のつぼみも膨らみ始め、少しずつ春の兆しを感じます。 

 

人権について 

誰もがみな、人間らしく幸せに生きていくために持っている権利を『人権』といいますが、

すべての人々が人権を共有し、平和で豊かな社会を実現するためには『人権の共存』が重要

で、自分の人権と同様に他人の人権を尊重することが求められます。 

 ②女性の人権 

女性の社会進出が進み、様々な分野で活躍する女性が増えてきた一方で、今でも、男性に

比べて採用、昇進、賃金など仕事上の待遇が悪いこと、家事・育児や介護の負担が大きいこ

と、セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント、ＤＶ、ストーカー行為や性犯

罪などが大きな問題となっています。 

こうした背景には、「男は仕事、女は家庭」とか「育児や介護は女の仕事」といった固定的

な役割分担意識や、男性が女性より上といった女性蔑視があり、そうした意識が職場や家庭

において様々な男女差別を生む原因になっています。 

「男だから」「女だから」と、性別で仕事や役割を割り当てるのではなく、その人の能力や

個性、意欲を生かすことが大切です。まずは、家事、育児、介護など身近なことを男女が協力

し合って、一緒に取り組むことからはじめてみませんか。 

 

 お知らせ 

『蕎麦打ち教室』を企画しました。 

 蕎麦打ちに興味のある方の参加をお待ちしています。詳しくは裏面をご覧下さい。 
 
 なお、年度当初に予定していた『カルトナージュ教室』は、今年度は都合により中止と 
なりました。楽しみにされていた方、大変申し訳ありません。 
また機会を設けて開催したいと思いますので、その時はぜひ参加してください♪ 
 

 

 

           

 

 

 

 

  

令和６年２月号 

榛東村楽集センター 

榛東村山子田２０３５－１ 

TEL：５４－００３１ 
楽集センターだより 

回 覧 

＊楽集シネマのお知らせ＊ 

日にち：２月１９日（月曜日） 

    ３月１１日（月曜日） 

時 間：１３：３０～ 

場 所：楽集センター｢会議室｣ 

＊人権相談のご案内＊ 

日にち：２月２１日（水曜日） 

    ３月２７日（水曜日） 

時 間：１３：３０～１５：３０ 

場 所：楽集センター｢相談室｣ 

裏面もご覧ください 





第４２回榛東村教育集会所
学習成果合同発表会
○日時 ３月３日（日）午前９時～
○会場 南部コミュニティセンター

□主催 榛東村教育集会所運営委員連絡協議会
□後援 榛東村・榛東村教育委員会・榛東村議会

◆◆◆◆◆基調講演◆◆◆◆◆
演題： ～しらなかったではダメ～

笑いでコミュニケーションづくり
講師：落語家 笑福亭 学光 氏

◆◆◆◆◆芸能発表会◆◆◆◆◆
舞踊、民踊、ダンス、カラオケ、詩吟、

コーラス、フラダンス 他

◆◆◆◆◆作品発表会◆◆◆◆◆
手芸、絵手紙、切り絵、折り紙、書道、陶芸 他

◆◆◆◆◆表 彰 等◆◆◆◆◆
功労者表彰
人権ポスター・作文表彰（小中学生）

回 覧
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